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�愛媛県告示第６９６号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２８年度の事業計画を、平成２８年５月３０日次のとおり定めた。

平成２８年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第６９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市河原津土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年６月７日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

�愛媛県告示第６９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

堀江地区の一部 平成２９年３月３１日まで 地籍調査

勝岡地区の一部 〃 〃

上総地区 〃 〃

水口地区 〃 〃

内宮地区の一部 〃 〃

松 山 市
馬木地区の一部 〃 〃

柳谷地区 〃 〃

河中地区 〃 〃

梅木地区 〃 〃

東川地区 〃 〃

恩地地区 〃 〃

大井野地区 〃 〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 丹 幸 大 西条市河原津新田甲１２１番地１０

〃 丹 勤 西条市河原津新田甲１２１番地９

〃 丹 勝 幸 西条市河原津新田甲１２１番地３

〃 丹 省 吾 西条市河原津新田甲２８６番地１

〃 酒 井 仁 志 西条市河原津新田甲２８６番地２

監 事 酒 井 睦 雄 西条市河原津新田甲１２１番地８

〃 伊 藤 澄 勇 西条市河原津新田甲１２１番地６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 丹 勤 西条市河原津新田甲１２１番地９

〃 丹 勝 幸 西条市河原津新田甲１２１番地３

〃 丹 省 吾 西条市河原津新田甲２８６番地１

〃 酒 井 仁 志 西条市河原津新田甲２８６番地２

〃 酒 井 睦 雄 西条市河原津新田甲１２１番地８

監 事 丹 幸 大 西条市河原津新田甲１２１番地１０

〃 伊 藤 澄 勇 西条市河原津新田甲１２１番地６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市別子山字別子山乙５５５番２１２から

同字乙５５５番２１３まで
平成２８年６月７日

〃 〃
新居浜市別子山字別子山乙５５５番２１４から

同字乙５５５番２１４まで
〃

毎週（火・金）曜日発行 第２７７９号 平成２８年６月７日

平成２８年６月７日火曜日 第２７７９号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第６９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年６月７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第９号

平成２８年５月２６日
東温市下林字定力甲１２８１番２、甲１２８２番１

宇和島市保手四丁目３番８－３号

池 田 俊 太 郎

平成２８年６月７日 発行

愛 媛 県 報平成２８年６月７日 第２７７９号
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